
平成３１年度　組織改正概要（案）
（注）組織改正のある部等について、準課以上の組織を記載。ただし、係相当の組織改正については係組織まで記載
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地域総務課

健康福祉課

西蒲区役所

建設課

潟東地域保健福祉センター

西蒲区役所

区民生活課区民生活課

観光交流・商工室

管理まちづくり係 ※グループ制へ

地域総務課

巻文化会館

整備係

巻地域保健福祉センター
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岩室出張所

巻文化会館
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産業観光課

13／16

（税務センター廃止に伴うもの）

H31.4.25 第1回西蒲区自治協議会
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４月から８出張所の業務を一部変更します

平成31年4月1日（月）から市内８出張所において、身体障害者手帳、療育手

帳、児童扶養手当など保健福祉分野の手続の一部を、区役所健康福祉課に集約します。

区役所との役割分担の明確化により、市民サービスの充実・強化を図っていきます。 

【対象出張所】 
・横越（江南区） ・小須戸（秋葉区） ・味方（南区）  ・月潟（南区） 

・岩室（西蒲区） ・西川 （西蒲区） ・潟東（西蒲区） ・中之口（西蒲区） 

【出張所で引き続き行う主なサービス】 

区分 業務（サービス）の種類 

区民生活に関する

各種届 

戸籍届、転入・転出・転居届、印鑑登録 

国民健康保険加入脱退・国民年金資格取得喪失届 

（外国籍住民関係の手続きを除く）

証明発行 

税金・保険料収納 

戸籍証明、印鑑証明、住民票の写し、 

税金関係証明（公図、酒税法等除く）、市税・保険料等の収納など 

地域の皆さま 

との連携 

コミュニティ協議会や自治会・町内会など地域からの相談、 

地域団体との連絡調整 

保健福祉 

高齢者 

・ 介護保険被保険者証再交付申請 

・ 介護保険負担限度額認定申請 

・ 高額介護サービス費支給申請 

・ 在宅福祉サービス申請 

・ 障害者控除対象者認定書交付申請 

・ おむつ代医療費控除主治医意見書内容確認書交付申請 

・ 老人福祉センター・老人憩の家利用証交付 

・ 公衆浴場入浴券交付 

こども 
・ 児童手当 

・ こども医療費助成 

障がい 

・ 福祉タクシー・自動車燃料費助成 

・ 人工透析通院交通費助成 

・ 有料道路通行料金の割引証明 

・ 新潟県おもいやり駐車場申請 

その他 

・ 弔慰金関係事務 

・ 出生連絡票受理と予防接種予診票の配布 

・ 特定健康診査・がん検診受診券交付（再交付含む） 

・ 日本赤十字社関係事務 

上記以外の保健福祉等の業務は、原則、区役所健康福祉課に集約します。詳しくは
下記までお問い合わせください。 

【問い合わせ】 

江南区役所 横越出張所 ☎ 025-385-2111 西蒲区役所 岩室出張所 ☎ 0256-82-4111

秋葉区役所 小須戸出張所☎ 0250-25-5720 西蒲区役所 西川出張所 ☎ 0256-88-3111

南区役所   味方出張所 ☎ 025-372-6805 西蒲区役所 潟東出張所 ☎ 0256-86-3111

南区役所   月潟出張所 ☎ 025-372-6905 西蒲区役所 中之口出張所☎ 025-375-2712



大切なお知らせ

４月から税の窓口が変わります

～税務センターから区民生活課へ～

  生活に密着した手続のワンストップサービス化を推進するため、市内７つの税務セ

ンター（北・東・江南・秋葉・南・西・西蒲）を廃止・再編し、平成31年4月1日

（月）から、各区の区民生活課で税の窓口業務を行います。 

【再編の概要】

１税証明の交付や収納を、区民生活課の窓口で行います

２発行する税証明は、一部のものを除き、これまでと同じです

３固定資産税の縦覧期間の名寄帳の無料交付も従来どおりです

※ 区民生活課で扱わない証明等と取り扱い窓口 

証明・業務 取り扱い窓口 

土地・家屋登載証明書 

登記用固定資産税納税証明書 
市民税課（本庁） 

資産税第１分室（横越出張所併設） 

資産税第２分室（潟東出張所併設） 

（裏面に窓口周辺地図あり） 
土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 

   ・土地・家屋調書閲覧は、制度を廃止します。 

■ 問い合わせ 
内容 担当部署 直通電話

市税証明に関すること 
市民税課 

管理・証明係 ☎ 025-226-2243 

市・県民税の課税に関すること 市民税第1係☎ 025-226-2245 

土地・家屋の

課税に関する

こと 

東・中央・西区 資産税課 

土地係 ☎ 025-226-2269 

家屋第1係 ☎ 025-226-2273 

家屋第2係 ☎ 025-226-2280 

北・江南・秋葉区 
資産税 

第1分室 

土地係 ☎ 025-382-4032 

家屋係 ☎ 025-382-4048 

南・西蒲区 
資産税 

第2分室 

土地係 ☎ 0256-72-8216 

家屋係 ☎ 0256-72-8231 

縦覧全般 納税通知など 資産税課 管理係 ☎ 025-226-2266 



■ 区民生活課で扱わない証明等の取り扱い窓口 （周辺地図） 

窓口 住所等 

市税事務所市民税課 〒951-8550 

新潟市中央区学校町通1番町602番地1 

（市役所本館・２階） 

資産税第1分室 〒950-0292 

新潟市江南区横越中央1丁目1番1号 

（江南区役所横越出張所2階） 

資産税第2分室 〒959-0592 

 新潟市西蒲区三方1番地 

（西蒲区役所潟東出張所１階） 


